
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お困りごとの解決を

専門家がお手伝い

相談 
無料！ 

生活衛生営業者の皆様 

経営に関する 
相談をしたい 

コストを 
削減したい 

事業承継に関する 

相談をしたい 

人事労務に関する 

相談をしたい 

国や県の 

支援施策を利用したい 

生活衛生貸付等 

融資を利用したい 

受付 

期間 

令和７年 

１１月２８日（金） まで 
中小企業診断士・税理士・ 
社会保険労務士・金融機関・ 
その他 

相談員 

申込方法 
裏面の申込書により FAXでご予約
ください（事前予約制です。）。 

実施時間 午前 10:00～午後 4:00（土日・祝日を除く。） 

申 込 先 公益財団法人 福井県生活衛生営業指導センター 

〒910-0003 福井市松本3丁目16-10 福井県職員会館ビル 

TEL:0776-25-2064 FAX:0776-25-2074 

E-mail：fukuicenter@seiei.or.jp 

tel:0776-25-2064


 

申  込  書 

公益財団法人 福井県生活衛生営業指導センター  FAX:0776-25-2074 
 

(ふりがな) 
お名前 

 
 
 

貴社名 
(商号・屋号) 

 

ご住所 
 
 

TEL 
 
 

FAX 
 

メールアドレス 
 
 

業 種  
□理容  □クリーニング  □料理  □寿司商   □食肉 
 
□美容  □公衆浴場    □麺類  □喫茶飲食  □中華 
 
□興行  □旅館ホテル   □飲食  □社交飲食  □その他の生衛業 
 

相談内容（該当する項目にレを付け、概要を簡潔に記載してください。） 
※相談の内容に合った相談員をセンターで決定します。 

 
□経営に関するもの          □後継者に関するもの 
 
 
 
 
□税制に関するもの          □人事労務に関するもの 
 
 
 
 
□融資に関するもの          □国や県の支援施策に関するもの 
 
 
 
 
□デジタル化に関するもの       □その他 
 
 
 
 

相  談 

希 望 日 

 
第一希望日   月   日 （  ）  午前   午後   時 
 

第二希望日   月   日 （  ）  午前   午後   時 
 

※希望日に余裕をもって申し込んでください。日程調整をいただく場合もあります。 
 

相  談 

希望場所 
□福井県職員会館ビル会議室   □その他（          ） 

 

該当する 

業種にレ 

をつけて 

ください。 


